
 

－訪問型サービスＤは使えるか－ 

移動・外出を 

多様な生活支援サービスで推進するセミナーin 神奈川 

 

 

 

 

日時：2016 年 12 月 22 日（木）13：30-16：30 

場所：横浜市健康福祉総合センター ４Ｆホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：NPO 法人 全国移動サービスネットワーク 

共催：認定 NPO 法人 かながわ福祉移動サービスネットワーク 

後援：神奈川県 



13:30 概況説明等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ・・・1

13:40 ＜事例紹介＞

・中沢　　豊／松戸市介護制度改革課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30分・・・9

・久保田　亨／秦野市福祉部高齢介護課 主査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・24

　澁谷　路世／NPO法人 野の花ネットワーク　事務局長 ・・・35

・依田　明子／社会福祉法人　一廣会　金井原苑　苑長 ・・・38

　奥山　潔　／あさお運転ボランティアCAP ・・・44

15:10 －休憩10分－

15:20 ＜訪問型サービスＤに係る市町村意向調査報告＞

・石川　陽一／福祉デザイン研究所　所員　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 15分・・・48

15:35 ＜全体討論：移動・外出支援のサービス創出の課題と対策＞

コーディネーター　　　　　　　　　　　　

・ 河崎民子／全国移動サービスネットワーク　副理事長

アドバイザー

・中沢　　豊／松戸市介護制度改革課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・服部　真治／（財）医療経済研究・社会福祉協会　医療経済研究機構　研究員　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・60

（ディスカッション用参考資料） ・・・72

16:30 閉会　

プログラム
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  私たちがお出かけ支援を続ける理由     2016・12.・22 
              特定非営利活動法人野の花ネットワーク事務局 澁谷路世 
 
特定非営利活動法人野の花ネットワークの成立過程と活動内容 

 
1994 年 10 月  地域の女性たち 10 人程で地域の困りごと解決のために任意団体野の花ネ

ットワーク設立。メンバーのうち数人が介護職・医療職・相談職であったことからホーム

ヘルプ活動が始まる。ヘルパー、利用者ともに会員。住民参加型ホームヘルプと呼ばれる

形態をとる。あ 
1997 年頃から秦野市外の病院への送迎などの相談が増えてくる。利用者の強いニーズに押

される形で車輌を使っての送迎実施。利用料 1 時間 800 円。運賃は無料。 
1998 年、介護保険制度の学習開始および公募された秦野市介護保険策定委員に応募。２名

が委員となる。秦野市より運営助成を受ける(２年間) 
1999 年 10 月特定非営利活動法人認証。法人設立のミッションは最後までの在宅生活を全

力で支援すること、女性の家事・子育て・介護の経験を『仕事』にすることです。 
1999 年 12 月居宅介護・訪問介護の神奈川県指定事業所申請 
2000 年 4 月介護保険利用者 29 人、訪問介護員 21 人、介護支援専門員 1 人で介護保険事

業開始。通院等乗降介助を介護保険で実施。従来のホームヘルプ活動も継続し、保険外の

利用者とくに障がい・難病の方のホームヘルプサービス、産前産後のお手伝いと、子育て

支援などを行う。公的介護限度額超えの方のサービスも行っている（地域サポート事業） 
2003 年 4 月障害者支援費指定事業所。車輌を使ってのガイドヘルプを開始当時から行って

いる。移動支援など秦野市・平塚市・横浜市・伊勢原市での給付実績有り。 
 現在は障害者総合福祉法に基づく居宅介護・行動援護・同行援護・移動支援・日中一時

支援および計画相談支援を行っている。 
2004 年国土交通省自家用有償運送ガイドライン。介護保険事業の通所介護事業も開始。 
2005 年 3 月関東運輸局神奈川運輸支局へ道路運送法 80 条に基づく福祉有償運送認定。2
年後道路交通法改正により 79 条による登録制となる。 
 
福祉有償運送事業の概要 

 
福祉有償運送利用者数 98 名。利用者は要介護・要支援・身体障がい・精神障がい・自閉症

などの移動制約のある人。利用頻度の高いのは障がい福祉サービス行動援護・地域活動支

援事業移動支援での利用（余暇活動・通学支援・通院・リハビリ･買物・会議参加） 
介護保険通院等乗降介助・障がい福祉サービス通院等乗降介助および身体介護通院中心・

行動援護・同行援護・移動支援との併用有り。  
運行管理者 2 名、研修を受け運転を行うもの 25 名。使用者車輌 26 台（うち福祉車輌 5 台）。  
2007 年より神奈川県西湘地区福祉有償運送運営協議会委員 
運行に関わるものは介護職で多くは介護福祉士。現在は全員法人雇用の職員。 
 
利用料  運賃 5 キロまで 300 円（バス料金程度を目安に料金設定）  
介助が必要な場合 1 時間 2080 円。通院等乗降介助などの公的サービス併用の場合は介護

報酬などと相殺。会費、福祉車輌使用料金・迎車、待機料金などは無料。 
利用は 2-3 週間前からの予約制。緊急対応は相談により行う。複数乗車も実施。 
行き先や目的の限定はない。介護保険利用の場合は介護保険規定の範囲。ケアプラン位置

づけ。県外への利用も可能。 
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私たちがお出かけ支援を続ける理由 

 

2000 年 10 月、私たちは要介護５、障がい区分 6 の独居女性とハワイに行きました。50 代

のこの女性は難病で比較的お若い頃からほぼ寝たきりの暮らしをされています。あるとき、

介護しているヘルパーに南の海を見たい、海に入りたいとつぶやかれました。ただの思い

つきかと思われましたがそれは固く強い意志でこの方の介護に関わるたくさんの人や事業

所に思いを話されていました。 

南の海と聞き、すぐ思いつくのは沖縄。しかし、当時の沖縄ではこの方をビーチに連れて

行く手段はありませんでした。ハワイを個人旅行しているスタッフがオアフ島のハナウマ

湾で車イスの方が遊ぶのを見たことを思い出し、私たちはハワイ旅行の可能性とリスクに

ついて、介護保険開始のあわただしい年にもかかわらず探り始めました。  

 現地調査を終えた頃、協力者が続々と現れ、旅行の記録集を作成する助成金まで獲得し

ました。大手旅行会社の職員が見学同行され、おかげで素晴らしい眺望のアクセシブルル

ームにアップグレードしていただけました。雑誌の同行取材もつき、現地の日本語新聞社

や大学にも支援をいただき、お天気にも恵まれ前述の女性含め 4 人の利用者さんと南の島

を満喫しました。 

 私たちをこの困難な無謀な事業にかりたてたのは、何年も寝たきりの、発語も不自由な

女性の強いのぞみでした。そして、事業実現までの様々な困難の苦労を吹き飛ばしてくれ

たのも同じくこの女性の渡航の緊張の解けた２－３日目から私たちに見せてくれた素晴ら

しい笑顔、豊かな表情、尽きることのない好奇心でした。  

外出先での見知らぬ人たちからのようこその、声がけ。その度に彼女は全身で喜びを表現

しました。世界有数のリゾート地のソフト・ハードとも高いバリフリ度。日本国内の旅行

の不自由さ、羽田空港までたどり着くことの困難さ、周囲の無理解を再認識する場ともな

りました。 

 この企画の中で私たちは多くのものを学び、それが今も私たちの活動の精神的支柱とな

っていますが分けても強く私たちを揺さぶるのは外出が困難な方の想い、旅、非日常の、

意味深さです。加えて、(出来ない)と思わされていることが実は介護側の強い思い込み、あ

るいは無知、怠慢であることが多いという事実です。 

どんな状態であっても、出かけたいという希望を人として当たり前の想いと受け止め、希

望を阻んでいる、阻害要因をひとつずつ解決して、実現させていく、それが私たちの新し

い、3 番のミッションになります。  

そして、福祉有償運送のガイドラインが成立します。  

 おかげさまで事故なく１０年以上福祉有償運送を続けてきた私たちの、新しい目標は総

合事業訪問Ｄサービスです。残念ながら関係各位のご努力にもかかわらず、いまだ福祉有

償運送の認知度は低く、介護保険の制度、総合事業の中に位置づけられることにより利用

者さんやケアマネジャー、包括支援センター、行政担当者に移動のサービスとして認知が

進むと考えられます。  

 

首都圏のはずれ、丹沢の麓町で活動する私たちはたくさんの移動が困難な利用者さんと出

会います。山坂の多さにくわえて、公共交通機関は全て私鉄駅が基点となり、乗り継ぎの

時間が長く、通院はじめ必要な外出をあきらめざる得ない状況です。  

私たちの市は介護保険直後から比較的多くのデイサービスが存在し利用も活発ですが、そ

れは送迎付きで、移動の心配がない唯一の外出先であるというのが理由なのではと思った

りします。 

通院やデイサービスだけでなく、自分の目で見て、触って、決める買物、友人や知人を訪
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ねること、図書館や美術館、コンサートなどへ出かけること希望される利用者さんは多く、

現在福祉有償運送を利用して生活のクオリティーを高めていらっしゃいます。しかし私た

ちの小さな事業所のできる範囲は狭く、私たちに出会っていないたくさんの利用者さんが

いらっしゃいます。  

 制度としての訪問Ｄサービスが広がっていくことが利用者さんの心身の状態の安定、介

護度の進行の緩和となり、結果、長く在宅生活が可能になることにつながっていくと考え

ます。 

現在、秦野市からのお声がけで『生きがい型デイサービス』の送迎を訪問Ｄサービスとし

て行っています。来年度地域ニーズダントツの移送を通所との組み合わせだけでなく単独

の地域サービスとして訪問Ｄサービスを展開できたらと考えております。  
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連絡先一覧 

名称 所在地・連絡先 

神奈川高齢者生活協同組合 

はなみずき 

上麻生 5‐35‐7 ﾊｲﾂ柿生第 2 105 号 

電話 987-6380 FAX987-5209 

特定非営利活動法人 

移動ｻｰﾋﾞｽ ﾜｰｶｰｽﾞ・ｺﾚｸﾃｨﾌﾞそよ風 

東百合丘 3‐2‐7麻生生活館２F 

電話 954-9555 FAX954-9543 

特定非営利活動法人 

わになろう会・麻生 

栗木 2‐2‐1 

電話 281-3536 FAX電話に同じ 

社会福祉法人 

川崎市麻生区社会福祉協議会 

万福寺 1‐2‐2 新百合 21 ビル 1 階 

電話 952-5500 FAX952-1424 

人とｻﾛﾝをつなぐ移送推進協議会 

あさお運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱＣＡＰ(ｷｬｯﾌﾟ) 

片平 1430 特別養護老人ホームかな

いばら苑内（事務局） 

電話 986-1560 FAX電話に同じ 

※サービス内容の詳細については、各団体にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

～あなたの力を地域のために！～ 

 福祉有償運送の運転ボランティアをするには、福祉有償運送運転

者養成講習を受講する必要があります。麻生区社協で講習をご案内

できます。あさお運転ボランティア CAP は無償運送なので、ボラ

ンティアをする気持ちがあって、安全運転ができる方なら、養成講

習を受けずに始められます。（安全運転審査・運転指導は行います） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運転ボランティア大募集！ 

はなみずき／移動サービスワーカーズ・コレクティブそよ風／ 

わになろう会・麻生／あさお運転ボランティア CAP／ 

川崎市麻生区社会福祉協議会 

福祉有償運送とは、道路運送法第７９条２項に基づき、単独で 

公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、

要支援者、その他障がいを有する者等の運送を行うものです。 
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はなみずき（有償） 

【利用時間】午前７時～午後７時（これ以外の時間は応相談） 

【利用要件】要介護、要支援、身体・知的・精神障害者、杖歩行他歩行が 

困難な方。単独では公共交通機関の利用が困難な方。 

 

 

 

 

 

 

 

移動サービス ワーカーズ・コレクティブ そよ風（有償） 

【利用時間】平日午前９時～午後５時（これ以外の時間は応相談） 

【利用要件】①単独での移動が困難な方②身体障害者③肢体不自由、 

知的障害、精神障害、認知症等で単独での移動が困難な方 

 

 

 

 

 

 

 

わになろう会・麻生（有償） 

【利用時間】 

平日午前９時～午後６時３０分 

土曜午前１０時～午後５時３０分 

【利用要件】障害のある方の保護者が疾病・就労等で 

送迎ができない場合の送迎を行っています。 

※福祉有償運送外で障害児者一時預かりやタイム 

ケアに参加するための麻生養護学校・地域支援級 

からの送迎も行っています。 

 

 

川崎市麻生区社会福祉協議会（有償） 

【利用時間】月曜日から土曜日までの    

午前９時～午後４時３０分   

【利用要件】原則として在宅で車いすを利用し、 

①要介護認定・要支援認定を受けている方 

②身体障害者 

③その他、肢体不自由、知的・精神障害などにより 

単独では公共交通機関の利用が困難な方 

 

 

あさお運転ボランティア CAP（無償） 

ご自宅から、おしゃべり会や老人会などのサ

ロン会場への送迎を実施(定例のもの) 

【利用時間】午前１０時～１６時まで 

      ※個別のご相談に応じます 

【利用要件】サロンに自力で参加することが 

困難な方。(高齢者または障がい者) 

※車両はステーションワゴンまたはワゴン車     

運転手２人組で行います 
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高齢者の閉じこもりを防ぐために、麻生区では特に送迎の支援が必要ですが、運転ボラン 

ティア団体が少ない現状です。そこで、気兼ねなく「サロン」に出かけられるように支えようと

「人とサロンをつなぐ移送推進協議会」が出来ました。活動を続ける中で、障がい者サロンから

の依頼もありましたので、現在は両分野の運転ボランティアを実施しています。 

 

協議会の目的 

 高齢者や障がい者が「サロン」に通い続けられるように、地域のささえあい活動やサロン活動

と運転ボランティアと福祉施設を繋ぎ、助け合える地域づくりを目指します。  

具体的には、運転・添乗ボランティアの養成と派遣、福祉施設の車両貸し出し協力を促進、 

サロン送迎ボランティアの普及を図ることをめざします。 

 

協議会の活動内容 

１．「小地域のつながりネット支援事業（麻生区協働推進事業）」の受託 

   3年間（2008～2010）仕組みづくり、ガイドブック作成、フォーラムを開催 

２．運転ボランティアによるサロン送迎   

活動時間は、サロンの前 1時間 終了後 1時間です。 

片平おしゃべり会 (毎月第２火 13-15時 片平老人いこいの家) 

ももとせの会   （毎月 10日 11-15時 勧交会館）  

サロン･ド･それいゆ（偶数月第４土 奇数月第４木 地域相談支援センターそれいゆ）    

 

あさお運転ボランティア 

CAP(キャップ)connect area and people 

高齢者・障がい者サロンの送迎ボランティア募集！ 

          

              

 

運転ボランティアとサロン送迎のお申込みは下記まで。          
特別養護老人ホームかないばら苑内 （麻生区片平 1430番地）  

人とサロンをつなぐ移送推進協議会事務局 依田明子（よだあきこ）  

TEL044-986-1560  FAX986-4654  

 

 

2016 年川崎市で総合事業

が始まりました。 

麻生区では“足の問題”の

解決を目指して、助け合い

の動きが広がっています。 

46



 

 

ならば・・・
福祉施設の車輌を使って、
運転ボランティアと
添乗ボランティアで
高齢者サロンの送迎支援
をして、
地域の輪をつなごう。

ことの始まりは・・
山坂のある麻生区

例えば、片平いこいの家の横の階段

足腰が弱ってきても・・

例えば、千代ヶ丘老人いこいの家で

サロンに参加を続けたい

あれっ！
デイサービスの送迎車は・・

例えば金井原苑の送迎車

昼間 使われていない

ボランティアをするには 
老人ホーム安全運転管理者による運

転テストがあります。 

福祉運転/添乗方法をお教えします 

/ 送迎方法 

運転手 2 名で送迎し、緊急用の対応者 

1 名が老人ホームで待機するので安心 

です。車両はノアやハイエースです。 

1 回に５-10 名のお宅まで送迎します。 
 

 

ボランティアは無償です 

保険/施設賠償保険・自動車保険の適用 

お問い合わせ 

かないばら苑 依田（よだ）まで 

０４４－９８６－１５６０ 

 

 

 

運転ボランティア

募集中！ 
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